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廃止措置計画の「消火設備（消火栓）」記載と検査内容について

【廃止措置計画認可申請書の記載】

【現在の「消火設備（消火栓）」の定期事業者検査での検査方法】
東海第二発電所の安全対策工事のため、消火系が停止。(放水試験は出来ない）
「消火栓」については、消防法に基づき外観検査を実施、その記録を定期事業者検査で確認している。

東海発電所 第２回定期事業者検査（「消火設備（消火栓）」）にて、廃止措置計画認可申請書の記載と
定期事業者検査要領書の内容について、東海・大洗原子力規制事務所検査官殿より、ご指摘があったこ
とから、消火栓の検査方法について当社で検討した内容について説明させていただく。
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廃止措置計画の「消火設備（消火栓）」記載と検査内容について

【検査官殿のご指摘】
現在、消火系が停止していて廃止措置計画に記載の「使用できる状態」ではない。
消防車が必要なら廃止措置計画に記載するべきではないか。

【当社の検討】
• 廃止措置計画認可申請書の記載と定期事業者検査要領書の内容について、整理を実施。

• 廃止措置計画にて性能維持施設としている消火栓の記載については、東海第二発電所の安全対策工事の
ため消火系が停止しており、代替設備として消防車を使用する運用を説明した上で、認可されている。

• 代替設備として運用する消防車については、定期的な点検にて、使用できる状態であることを確認している。
• 以上から、廃止措置計画の審査での説明の通り消火設備に係る運用を行っている。
• だたし、ご指摘をいただいた定期事業者検査要領書においては、代替設備である消防車の位置づけが明

確ではない。

• このため、定期事業者検査要領書に以下のプロセスを取り込む変更をして対応したい。

①検査前の確認事項として、消防車が使用できる状態であることを、保安規定に基づき実施し

ている点検記録により確認する。

②消防車が使用できる状態であることを確認した上で、性能維持施設である消火栓について、

外観点検を行った結果を定期事業者検査として確認する。


